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自動車のエネルギー消費効率の性能の向上に関する製造事業者等の 

判断の基準等の改正について 

 

 

乗用自動車及び貨物自動車のエネルギー消費効率（燃費）等について、製造

事業者又は輸入事業者（以下「製造事業者等」という。）の判断の基準となるべ

き事項等について審議し、以下のとおり中間取りまとめを行った。 

 

１．対象となる範囲 

 

揮発油及び軽油を燃料とする乗車定員１０人以下の乗用自動車（以下「乗用

車」という）、乗車定員１１人以上の乗用自動車（車両総重量３．５トン以下の

ものに限る。）（以下「小型バス」という）及び車両総重量３．５トン以下の貨

物自動車（以下「小型貨物車」という。）であって、道路運送車両法（昭和２６

年法律第１８５号）第７５条第１項に基づき型式指定を受けた自動車（型式指

定自動車）とする。 

 

２．製造事業者等の判断の基準となるべき事項等 

 

（１）目標年度 

目標年度については、現行燃費基準との関係及び排出ガス規制の適用時期と

の関係に配慮し、燃費改善に向けた開発のための期間を十分に確保する観点か

ら、２０１０年度以降に各車種がモデルチェンジを行うための期間を考慮し、

２０１５年度（平成２７年度）とする。 

 

（２）エネルギー消費効率（燃費）の測定方法 

エネルギー消費効率は、自動車ユーザーに深く浸透している指標である燃費

値（km/L）とし、自動車の型式指定に当たり国土交通大臣が測定した値（審査

値）とする。 

エネルギー消費効率（燃費）の測定方法は、排出ガス測定方法との整合を図

るとともに、燃費性能をより的確に評価する観点から、走行モードとしてＪＣ

０８モード法を採用することとする。 

また、実際の走行実態に可能な限り近づけるよう、エンジンが暖機された状

態であるホットスタートでの走行に加えて暖機前のコールドスタートでの走行

も加味し、次の式のとおり、それぞれの走行割合で加重調和平均する方法によ

り、ＪＣ０８モード燃費値を算定することとする。 
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 Ｅ：ＪＣ０８モード燃費値（km/L） 

 ＥJC08C：コールドスタートによるＪＣ０８モード燃費値（km/L） 

ＥJC08H：ホットスタートによるＪＣ０８モード燃費値（km/L） 

 

（３）燃費区分 

自動車の種別、車両重量による区分設定を基本とし、燃料、変速装置の方式、

自動車の構造の違いによる燃費影響や出荷実績等を踏まえ、以下のような区分

設定とする。 

 

 

 

（４）目標基準値 

各製造事業者等は、目標年度以降の各年度に国内向けに出荷する自動車につ

いて、（２）により測定したエネルギー消費効率（燃費）を区分毎に出荷台数で

加重調和平均した値（※）が、目標基準値を下回らないようにすること。ただ

し、目標基準値の超過分を、他の区分の未達成分に補填することができるもの

とする。 

※ 乗用車、軽貨物車、軽量貨物車にあっては、ガソリン自動車とディーゼ

ル自動車を同一区分として、エネルギー換算（発熱量換算）で同等の目標

基準値を適用することとし、ガソリン自動車は燃費値を、ディーゼル自動

車はガソリン発熱量換算燃費値（ディーゼル自動車の燃費値を１．１０で

割った値）を用いて加重調和平均を行う。 

 

○乗用車 

区分 車両重量（kg） 目標基準値（km/L） 

１ ～６００ ２２．５ 

２ ６０１～７４０ ２１．８ 

３ ７４１～８５５ ２１．０ 

４ ８５６～９７０ ２０．８ 

種別 燃料 

①乗用車 揮発油及び軽油 

②小型バス 揮発油 軽油 

③軽貨物車 揮発油及び軽油 

④軽量貨物車 揮発油及び軽油 

⑤中量貨物車 揮発油 軽油 

車両構造

－ 

－ 

A B 

－ 

A B1 B2

変速機 

－ 

－ 

MT AT 

MT AT 

MT AT 

重量区分

16 区分 

－ 

2～4区分

2～3区分

1～8区分

×

×

×

×

×

× 

× 

×

×

×

×

×

×

×

×
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５ ９７１～１，０８０ ２０．５ 

６ １，０８１～１，１９５ １８．７ 

７ １，１９６～１，３１０ １７．２ 

８ １，３１１～１，４２０ １５．８ 

９ １，４２１～１，５３０ １４．４ 

１０ １，５３１～１，６５０ １３．２ 

１１ １，６５１～１，７６０ １２．２ 

１２ １，７６１～１，８７０ １１．１ 

１３ １，８７１～１，９９０ １０．２ 

１４ １，９９１～２，１００ ９．４ 

１５ ２，１０１～２，２７０ ８．７ 

１６ ２，２７１～ ７．４ 

 

○小型バス 

区分 燃料 目標基準値（km/L） 

１ 揮発油 ８．５ 

２ 軽油 ９．７ 

 

○小型貨物車 

 

 ＜軽貨物車＞ 

区分 自動車の構造 変速機 車両重量（kg） 
目標基準値 

（km/L） 

１ ～７４０ ２３．２ 

２ 

ＭＴ 

７４１～ ２０．３ 

３ ～７４０ ２０．９ 

４ ７４１～８５５ １９．６ 

５ 

構造Ａ 

ＡＴ 

８５６～ １８．９ 

６ ～７４０ １８．２ 

７ ７４１～８５５ １８．０ 

８ ８５６～９７０ １７．２ 

９ 

ＭＴ 

９７１～ １６．４ 

１０ ～７４０ １６．４ 

１１ ７４１～８５５ １６．０ 

１２ ８５６～９７０ １５．４ 

１３ 

構造Ｂ 

ＡＴ 

９７１～ １４．７ 
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＜軽量貨物車（車両総重量１．７トン以下）＞ 

区分 変速機 車両重量（kg） 
目標基準値 

（km/L） 

１ ～１，０８０ １８．５ 

２ 
ＭＴ 

１，０８１～ １７．１ 

３ ～１，０８０ １７．４ 

４ １，０８１～１，１９５ １５．８ 

５ 

ＡＴ 

１，１９６～ １４．７ 

 

＜中量貨物車（車両総重量１．７トン超３．５トン以下＞ 

区分 燃料 
自動車 

の構造 
変速機 車両重量（kg） 

目標基準値 

（km/L） 

１ ＭＴ － １４．２ 

２ ～１，３１０ １３．３ 

３ 

構造Ａ 

ＡＴ 

１，３１１～ １２．７ 

４ ～１，３１０ １１．９ 

５ １，３１１～１，４２０ １０．６ 

６ １，４２１～１，５３０ １０．３ 

７ １，５３１～１，６５０ １０．０ 

８ １，６５１～１，７６０ ９．８ 

９ 

ＭＴ 

１，７６１～ ９．７ 

１０ ～１，３１０ １０．９ 

１１ １，３１１～１，４２０ ９．８ 

１２ １，４２１～１，５３０ ９．６ 

１３ １，５３１～１，６５０ ９．４ 

１４ １，６５１～１，７６０ ９．１ 

１５ １，７６１～１，８７０ ８．８ 

１６ 

構造Ｂ１ 

ＡＴ 

１，８７１～ ８．５ 

１７ ～１，３１０ １１．２ 

１８ １，３１１～１，４２０ １０．２ 

１９ １，４２１～１，５３０ ９．９ 

２０ １，５３１～１，６５０ ９．７ 

２１ １，６５１～１，７６０ ９．３ 

２２ 

ＭＴ 

１，７６１～ ８．９ 

２３ ～１，３１０ １０．５ 

２４ １，３１１～１，４２０ ９．７ 

２５ １，４２１～１，５３０ ８．９ 

２６ 

揮発油 

構造Ｂ２ 

ＡＴ 

１，５３１～１，６５０ ８．６ 
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２７ １，６５１～ ７．９ 

２８ ～１，４２０ １４．５ 

２９ １，４２１～１，５３０ １４．１ 

３０ １，５３１～１，６５０ １３．８ 

３１ １，６５１～１，７６０ １３．６ 

３２ １，７６１～１，８７０ １３．３ 

３３ １，８７１～１，９９０ １２．８ 

３４ １，９９１～２，１００ １２．３ 

３５ 

ＭＴ 

２，１０１～ １１．７ 

３６ ～１，４２０ １３．１ 

３７ １，４２１～１，５３０ １２．８ 

３８ １，５３１～１，６５０ １１．５ 

３９ １，６５１～１，７６０ １１．３ 

４０ １，７６１～１，８７０ １１．０ 

４１ １，８７１～１，９９０ １０．８ 

４２ １，９９１～２，１００ １０．３ 

４３ 

構造Ａ 

及び 

構造Ｂ１ 

ＡＴ 

２，１０１～ ９．４ 

４４ ～１，４２０ １４．３ 

４５ １，４２１～１，５３０ １２．９ 

４６ １，５３１～１，６５０ １２．６ 

４７ １，６５１～１，７６０ １２．４ 

４８ １，７６１～１，８７０ １２．０ 

４９ １，８７１～１，９９０ １１．３ 

５０ １，９９１～２，１００ １１．２ 

５１ 

ＭＴ 

２，１０１～ １１．１ 

５２ ～１，４２０ １２．５ 

５３ １，４２１～１，５３０ １１．８ 

５４ １，５３１～１，６５０ １０．９ 

５５ １，６５１～１，７６０ １０．６ 

５６ １，７６１～１，８７０ ９．７ 

５７ １，８７１～１，９９０ ９．５ 

５８ １，９９１～２，１００ ９．０ 

５９ 

軽油 

構造Ｂ２ 

ＡＴ 

２，１０１～ ８．８ 

 

※ 上の表中、自動車の構造とは、構造Ａはボンネット型のバン、構造Ｂ１

はキャブオーバー型のバン、構造Ｂ２はキャブオーバー型のトラックを表

す。また、構造Ｂは構造Ｂ１と構造Ｂ２を合わせた車両を表す。それぞれ

の定義は以下のとおり。 
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＜構造Ａ、構造Ｂ、構造Ｂ１、構造Ｂ２の定義＞ 

１．「構造Ａ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。 

イ 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。 

ロ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、

当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ら

れるものであること。 

ハ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。 

２．「構造Ｂ」とは、構造Ａ以外の構造をいう。 

３．「構造Ｂ１」とは、構造Ｂのうち１．のロに該当するものをいう。 

４．「構造Ｂ２」とは、構造Ｂのうち構造Ｂ１以外の構造をいう。 

 

（５）表示事項 

①表示事項は、以下のとおりとする。 

イ 車名及び型式 

ロ 原動機の型式及び総排気量 

ハ 車両重量 

ニ 変速装置の形式及び変速段数 

ホ 燃料供給装置の形式 

ヘ 主要燃費向上対策 

ト エネルギー消費効率（燃費値：単位は km/L で小数点第１位まで表示） 

チ 製造事業者等の氏名又は名称 

リ 車両総重量及び最大積載量（貨物自動車に限る。） 

   ヌ 原動機の最高出力及び最大トルク 

   ル 乗車定員（乗用自動車に限る。） 

 

②遵守事項は、以下のとおりとする。 

・表示事項の表示は、該当する自動車に関するカタログに記載して行うこ

と。この場合、エネルギー消費効率（燃費値）は、アンダーラインを引

き、活字を大きくし、文字の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示

すること。 

・展示に供する自動車には、車名及び型式に加え、エネルギー消費効率（燃

費値）を見やすい場所に明瞭に表示すること。 

  

③燃費表示のスケジュール 

現行の燃費基準の達成状況を適切に評価し、かつ、排出ガス試験モード

のスケジュールに留意しつつ、市場の混乱防止を図った上で、できるだけ

早期に実態に即した燃費表示を進めていくため、今後の燃費表示スケジュ

ールについては、以下のとおり整理する。 
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＜表示義務の内容（２０１０年度まで）＞ 

・ＪＣ０８モード早期対応車（※）：１０・１５モード燃費値及びＪＣ０８モー

ド燃費値を表示（併記） 

・ＪＣ０８モード早期対応車以外の自動車：１０・１５モード燃費値を表示 

 

※ 排出ガス試験モードの義務付け日より前にＪＣ０８モードによる排出ガ

ス試験を行って型式指定を受けた自動車 

 


